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21世紀の労務管理プラン

続・成功する
人材活用

　一般企業（中小企業）では、2020年4月より時間外労働

の上限規制は、すでに定められています。時間外労働（休

日労働は含まず）の上限は、原則として月45時間で年

360時間となり、臨時的な特別な事情がなければ、これを

超えることはできません。臨時的な特別な事情があって労

使が合意をする場合でも、①1年間の時間外労働は720

時間以内、②1カ月の時間外労働と休日労働を合わせても

100時間未満、③時間外労働の時間数は、2カ月から6カ

月の間を平均して80時間以内、④原則となっている月45

時間の時間外労働に関しても、これを超えることができる

のは年6カ月（6回）となっています。

　政府は、度重なる過労死や傷病の疾患の事例を考慮し、

2018年7月に「働き方改革関連法案」を制定しました。過

労死や精神疾患、その他心臓や脳疾患などの原因が長時

間労働にあると判断されています。人は生きていく上で、

休養を取りことと、十分な睡眠時間を確保することが必要

とされています。過大な時間外労働に起因する過労死、精

神を病んでの自殺、その他傷病や大事故の発生のニュース

がたびたび発表される中で、働き方改革関連法案が制定

されたのは必然の流れと言えます。

　2024年4月より、自動車運転業務（運送業ドライバー）

の時間外労働の上限は、年間960時間が適用されます。

計算上、月平均80時間が目安となりますが、1カ月当たり

の上限規定はありません。これに違反すると事業者は「6

カ月以下の懲役」または「30万円以下の罰金」に科せられ

ます。これは、1人の違反につき1罰則の適用の可能性もあ

ると言われており、違反対象となる労働者が複数いると、

運送事業者にとって大きな損失となる可能性があります。

まだ、2年以上の猶予があると、のんびりとは構えていら

れません。今からドライバーの労働時間を見直し、規制が

適用となるときには、しっかり守れるように対策を講じて

おく必要があります。これは働き方改革の一環として制定

されるもので、大企業より5年、運送業など以外の一般の

中小業企業より4年遅れてのスタートとなります。運送業

が、いきなり時間外規制の対象とするのは難しいとして、

政府も4年ほどの猶予期間を設けたのです。時間外労働

の上限規制や、その他事項については、一般の業界より緩

いものになっています。
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　時間外労働について、もう一つ注意すべき法改正があ

ります。2023年4月から中小企業においても、月60時

間を超える時間外労働割増賃金率が現状の25％から

50％に引き上げられます。これは運送業も例外ではあり

ません。大企業では、すでに導入済みです。2023年4月

以降、月60時間を超える時間外労働の賃金計算の際に

は、未払い残業代が発生しないように注意する必要があ

ります。

　一般的な業務や工場労働において、通常過労死ライン

と言われている月間時間外労働時間数は80時間とされ

ています。運送業ドライバーは長距離輸送が多く、単調な

高速道路を走行する割合が高いと思われます。長時間労

働により、十分な睡眠時間が取れない状況では、大きな

事故を起こす可能性が増え、労災が発生するだけではな

く、業務上の刑事責任が問われるケースも出てきます。

　また、ドライバーの権利意識が高まる中、未払い残業代

や長期間の時間外労働が問題視されるようになってきて

います。結果として、これらが明るみに出ると、会社自体

がブラック企業という烙印を押され、その後の経営に悪

影響を及ぼす怖れがあります。

　時間外労働問題を是正する必要性について、ご理解い

ただけたでしょうか。今後、時間外労働を短縮していくに

は、経営者や労務管理者が中心となって、時間外労働の原

因を解明し、問題を解決していかなくてはなりません。ド

ライバーの労働時間を正確に把握し、今以上にしっかりと

管理していくことが求められているのです。そのために

は、業務の効率化が必須ですが、ITなどの活用も検討して

みるとよいでしょう。運送事業者は、他業界と足並みを揃

えて、時間外労働の上限時間を厳守していくことが社会的

な責務となっています。
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